
    

    

 

体育祭・文化祭のビデオ配信について 

現在、コロナ感染状況は随分落ち着いてきました。明日 14日(木)には「三重県リバウン

ド阻止重点期間」が終わりますし、町や観光地にも人が戻ってきた様子です。このまま収

まってくれればいいと思います。しかし、第６波の可能性も指摘されていますので、学校

では感染防止対策を講じながらの教育活動を続けます。 

そこで、今年度の体育祭、文化祭も保護者、来賓の皆様にはお越しいただけないことに

なっています。お子さんの学校での様子をご覧になりたいとは存じますが、本校は生徒数

が多いことから密を避けるための対処としてご理解ください。 

 しかし、既にご案内しましたが、体育祭、文化祭にビデオ撮影業者を入れ、当日の様子

を YouTubeにてライブ配信することや、アーカイブとして期間を決めて

配信することになっています。ぜひ、生徒たちの様子をご覧ください。 

  

【体育祭】 

  ＵＲＬ：（10月 11日に配付した文書でご確認ください。） 

  配信時間：各学年とも本番のみの配信となります。（練習の様子は配信しません。） 

各学年のライブ配信時刻は次の通りです。 

 ライブ配信時刻 団体種目名 

１年生 8:50～9:00(開会式) 

9:30～10:40(競技) 

Never give up!! みんなでジャンプ! 

２年生 10:50～11:00(開会式) 

11:40～12:30(競技) 

みんなでつなげ絆の輪 フラフープリレー 

３年生 13:30～14:45(開会式・競技) 急げっ！ 運べっ!! 段ボール配達!!! 

※ライブ配信時刻は時間が前後する可能性があります。 

  ※アーカイブは 10月 21日(木)まで視聴することができます。 

 注意事項 

  ・動画 URL は学校関係者及び保護者のみお知らせしています。情報の取扱いにはく

れぐれもご注意ください。 

  ・肖像権、著作権の観点から撮影や録画はできません。また、SNS等への引用もご遠

慮ください。（違反した場合は刑事罰・民事罰の対象となります。ご注意ください。） 
 

【文化祭】 

体育祭同様にライブ配信とアーカイブを予定しています。詳細は後日お知らせします。 

【裏面もご覧ください】 
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学校公開及び親子人権講演会のお誘い  11月 6日(土) 

別の文書でお知らせしましたが、１１月６日（土）午前中に学校公開を行います。ぜひ

授業の様子をご参観ください。文化祭の展示発表もこのときにご覧いただけます。また、

３限目には進路説明会（３年生の生徒・保護者対象）、４限目にはＰＴＡ主催の親子人権講

演会を行います。 
 

〇 授業公開（全学年）   ８：５０～１１：４０（各教室） 

〇 進路説明会（３年生） １０：５０～１１：４０（体育館） 

 〇 PTA 親子人権講演会  １１：５０～１２：４０ 

３年保護者は体育館で参加いただき、１，２年保護者は視聴覚室でリモートで参

加いただきます。 

※ 昼食時・午後の授業は公開しません。 

※ 運動場を駐車場として開放します。 

※ スリッパをご持参ください。 

※ 11 月８日(月)は休校です。 
 

PTA親子人権講演会の講師先生について紹介します。 
 

【講師】 田中哲也（たなかてつや）さん  （吉本興業 名古屋よしもと所属） 
 
 お笑いコンビ「オレンジ」を 1999 年に結成し、名古屋を拠点に活動しています。 

  田中さんは四日市市内の中学校に通っていた頃から壮絶ないじめにあっていました。

その経験から“いじめ撲滅運動”に携わり、多くの小中学校、高校で講演活動を行って

います。また、「笑撃！オレンジのいじめ絶滅計画」を出版。コロナ禍の現在は、主にユ

ーチューブで、「助けてくれる人が必ずいるから、助けを求めて」「今でも勘違いばかり

でポンコツな自分だけど、生きることを楽しんでいる」とメッセージを伝えています。 

 

ご存じですか 

令和 3年 10月 1日から、自転車損害賠償責任保険等への加入等が義務化されました 
 

 三重県内においては自転車関連事故が年々減少している一方で、他都道府

県において、自転車側に責任のある高額賠償事故が発生しており（例：小学５

年生児童の自転車衝突で、親に約９，５２０万円の賠償命令）、このような万

が一の事故に備え、被害者の救済と加害者の経済的負担の軽減を目的として、

既存の「交通安全の保持に関する条例」に「自転車賠償責任保険等への加入」等を盛り込み、「三

重県交通安全条例」に全面改正する議案が、令和３年３月２３日に可決、１０月１日から自転車

損害賠償責任保険等への加入にかかる条文が施行されることになりました。 

自転車損害賠償責任保険等への加入対象者は、（ア）県内において、自転車を運転する者（未成

年者を除く） （イ）県内において、自転車を運転する未成年者を監護する保護者 などです。

なお、４月にご案内した「三重県ＰＴＡこども総合保障制度」にはこの保障が含まれています。 


